
 

 

 

 

第
二
十
四
条 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
略
） 

八 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
20
、
イ
⑻
、
ロ
⑼
、
ハ
⑺
並
び
に
ホ
⑽
及
び
⒀
に

係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑽
及
び
⑾
、
ロ
⑾
及
び
⑿
、
ハ
⑼
及
び
⑽
並
び
に

ホ
⒂
及
び
⒃
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

⑴
及
び
⑵
の
注
16
、
イ
⑺
、
ロ
⑻
、
ハ
⑹
並
び
に
ホ
⑼
及
び
⑾
に
係
る
費

用
の
額
並
び
に
イ
⑼
及
び
⑽
、
ロ
⑽
及
び
⑾
、
ハ
⑻
及
び
⑼
並
び
に
ホ
⒀
及

び
⒁
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額 

八 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
19
、
イ
⑻
、
ロ
⑼
、
ハ
⑺
並
び
に
ホ
⑽
及
び
⒀
に

係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑽
及
び
⑾
、
ロ
⑾
及
び
⑿
、
ハ
⑼
及
び
⑽
並
び
に

ホ
⒂
及
び
⒃
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

⑴
及
び
⑵
の
注
15
、
イ
⑺
、
ロ
⑻
、
ハ
⑹
並
び
に
ホ
⑼
及
び
⑾
に
係
る
費

用
の
額
並
び
に
イ
⑼
及
び
⑽
、
ロ
⑽
及
び
⑾
、
ハ
⑻
及
び
⑼
並
び
に
ホ
⒀
及

び
⒁
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額 

九
～
十
七 

（
略
） 

九
～
十
七 

（
略
） 
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